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第２章 学校における食物アレルギー対応 

 
１．食物アレルギー対応の際の校内体制の確立 

  食物アレルギーの対応を始めるためには、まず校内での体制作りが前提になります。 

  現状の人員（教職員）や施設設備（給食施設）の中で、どのような対応ができるのか

を周知理解した上で、体制作りをすることが必要です。 

各学校ですでに作成されている緊急時の校内体制をもとに、食物アレルギー対応に適

した体制を作り、その際には家庭や学校医・医療機関・教育委員会等とのかかわりにつ

いても十分に考慮します。その上で、全教職員が連絡・報告・確認・指導・情報提供・

情報把握などを的確に行うことができる体制を構築していくことが必要です。 

 

２．「食物アレルギー対応委員会」の設置 

学校給食における食物アレルギー対応については、校内に設置する「食物アレルギー対

応委員会」で対象となる児童生徒の個別の対応内容を検討し決定します。 

＜食物アレルギー対応委員会とは＞ 
【 目 的 】 食物アレルギーの個別対応を決定する機関として明確に位置付け、学校全 

体の取り組みとしての強化を図る。 
【 設 置 】 既存の校内組織等を活用して設置する。 
【構成員】 校長、教頭、学級担任、給食担当教諭、養護教諭、栄養教諭・栄養職員等 

（可能であれば主治医、学校医） 
【検討内容】 「学校生活管理指導表」「食物アレルギー対応食実施申請書」「面談票」等

に基づき、「食物アレルギー個人調査票」により、個別の対応内容を検討、

決定する。 
 

３．食物アレルギー対応における教職員・関係者の役割 

学校では、食物アレルギー対応が必要な児童生徒のため、得られた情報をもとに、校

長の指導のもと、それぞれの職務に応じて、学校全体としてかつ関係教職員全員で対応

を進めます。 
児童生徒と関わる全教職員が、食物アレルギーについて正しく理解し、アレルギー症

状を発症した時の緊急時の対処方法を確認し、協力していくことが必要となります。そ

のためには日ごろから、得られたさまざまな情報を共有するとともに、食物アレルギー

への理解を深めるための校内研修などを行い、校内での共通理解を図ることが重要とな

ります。 
ここでは、教職員と関係者の役割を表 2－１に示します。 
キーワードは、実態把握 情報共有 対応 連携 とします。 
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 なおその場合、保護者・児童生徒や教職員・医師・関係機関との連携を恒常的に保つこ

とが重要であり、以下の点に留意することが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 食物アレルギーのある児童生徒及びその保護者の、学校生活とりわけ学校給食

に対する不安を解消するように配慮すること。 

・ 食物アレルギーのある児童生徒に対応する際には、児童生徒の心に過大な重荷

になったり、他の児童生徒からのいじめのきっかけになったりしないよう、

個々の児童生徒や学級の実態を踏まえてきめ細かな配慮をすること。 

・ 学級全体の児童生徒にわかりやすい説明をし、協力を得ること。 

・ 保護者に対しては、「学校として対応できること」と「学校だけでは対応が困

難なこと」について正確に伝え理解を得ること。 

・ 保護者からは十分な理解や協力を得ることが必要であり、保護者とは常に連絡

を取り合いながら、児童生徒が抱えている問題を共有し、十分に話し合いを重

ね、適切に対応すること。その際、プライバシーの保護にも十分留意すること。 

・ 保護者とは定期的に、あるいは必要に応じて、随時児童生徒の食物アレルギー

の状態の経過を面談にて確認しあうこと。 

・ 校内の関係教職員が密に連絡を取り合うとともに、適切に記録化すること。 

・ 主治医や学校医等とは、密接に連携をとりながら適切に対応すること。 

・ 近隣の医療機関や保健センター、消防署などの関係機関とも常に連携を取り合

い緊急時に備えること。 
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表 2－１ 食物アレルギー対応の役割分担 

 

 実態把握 情報共有 

校長 

・食物アレルギーについての基

本的な考え方を保護者に通知 
・校内体制を整備し、担当者を

明確にする。 
・実態把握を指示 

・校内体制を周知 
・食物アレルギーの対応を検討、決定するための「食物アレルギ

ー対応委員会」の設置 
・対応を最終的に決定し、保護者に了解を得る。 
・「緊急時対応マニュアル」作成の指示 
・主治医への継続的な情報提供と協力を依頼 

教頭 

・実態把握を統括 ・集約した情報の管理 
・必要に応じ保護者等との相談の場を設定 
・校内研修等の企画 
・校内体制の中の連絡調整 
・「食物アレルギー個人調査票」の管理 

教諭 

・保護者からの申し出及び「学

校給食における食物アレルギー

調査のお願い」より、食物アレ

ルギーの有無を確認 

・食物アレルギーに対する正しい認識や理解 
・児童生徒及び保護者に「学校給食における食物アレルギー調査

のお願い」などの提出を求める。 
・個々の食物アレルギーの対応について、児童生徒及び保護者に

説明し了解を得る。 
・食物アレルギー対象児童生徒や校内体制を理解 
・「食物アレルギー個人調査票」への記録 

栄養教諭 
栄養職員 

・養護教諭と協力し「学校給食

における食物アレルギー調査の

お願い」を実施 
・対象児童生徒を把握し「食物

アレルギー対応食実施申請書」

の提出を求める。 
・養護教諭と協力し「食物アレ

ルギー対象児童生徒一覧」を作

成 
・牛乳を飲用しない児童生徒を

把握 

・校内体制の中で学校給食で可能な対応（除去食・代替食・その

他）について確認 
・対象の保護者に「詳細な献立表」や「学校給食アレルギー対応

依頼書」を提供し、今後の対応を確認               

・学校給食で可能な対応について、保護者に説明（除去食・代替

食・自己除去・弁当持参・献立表の提供ほか） 
・「食物アレルギー個人調査票」への記録 

養護教諭 

・栄養教諭・栄養職員と協力し

「学校給食における食物アレル

ギー調査のお願い」を実施 
・対象児童生徒を把握し「食物

アレルギー対応食実施申請書」

の提出を求める。 
・栄養教諭・栄養職員と協力し

「食物アレルギー対象児童生徒

一覧」を作成 

・食物アレルギー発症時の応急処置や連絡先を保護者と確認 
・「緊急時対応マニュアル」の作成、周知徹底 
・「食物アレルギー個人調査票」への記録 

給食調理員 
 ・食物アレルギー対象児童生徒一覧で対象者の確認 

・除去食及び代替食を、手引きの「除去食・代替食対象献立一覧

表」で確認 

児童生徒 
・自分の食物アレルギーの状況

を知る。 
・担任とアレルゲンや症状について確認 
 
 

保護者 

・主治医と相談し、「学校生活管

理指導表」の記入を依頼 
・学校へ申し出る（「就学時健康

診断健康調査票」「学校給食にお

ける食物アレルギー調査のお願

い」「食物アレルギー対応食実施

申請書」の記入、主治医からの

「学校生活管理指導表」の提出） 

・担任、栄養教諭・栄養職員、養護教諭と学校での対応について

確認 
・「食物アレルギー個人調査票」の保護者欄の記入 
・子どもに学校での対応を認識させる。 
・主治医に学校での対応を報告 
・アレルゲン、症状、対応などに変更が生じたときは、速やかに

学校に報告 

主治医 
・定期的な診察と検査に基づい

た「学校生活管理指導表」の作

成 

・学校での食物アレルギーの対応について保護者を通じて確認 
・対応や症状などに変化や変更がある場合は速やかに学校に連絡 

学校医 ・就学時健康診断で保護者に問

診を行い助言 
・学校での食物アレルギーの対応について情報を提供 
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対 応 連 携 
・学校における食物アレルギーの対応が必要な児童生徒名と具体

的な対応を全職員に周知 
・学校医に緊急時の対応を依頼 
 
 
 

・校内体制の中に、「食物アレルギー対応委員会」

を設け、個々の児童生徒の対応を決定し、以降関

係教職員らと連絡をとり続け、児童生徒に対し継

続的に関わる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・個々の対応についての把握と評価 
・「緊急時対応マニュアル」を確認し、教職員に周知徹底 
・給食での対応の確認と徹底 
・食物アレルギー対応食（除去食・代替食）の検食 
・子学校は、担当職員とともに親学校との連絡調整 
・学級の他の児童生徒に食物アレルギーの具体的な対応を説明 
・他の児童生徒へ食物アレルギーの危険性を啓発 
・「緊急時対応マニュアル」を常に確認 
 
 
 
 
・給食調理員に学校給食での食物アレルギー対応内容を説明し周

知徹底 
・牛乳を飲用しない児童生徒の対応 
・対象の保護者と「学校給食アレルギー対応依頼書」のやり取り

をしながら、対応について毎月確認 
・給食調理員に調理作業を「調理指示書」「調理作業工程表」「作

業動線図」「アレルギー対応食チェック表」を使用し指示 
・子学校とは、担当職員と連絡を常に取り合う。 
・給食の注意点について担任に指導 
・食物アレルギーがある児童生徒に、個別的な指導をする。 
 
・「緊急時対応マニュアル」を周知徹底、実施 
・日常の対応（常備薬・携帯薬の管理など）を行う。 
・必要に応じ主治医及び学校医と連絡をとる。 
・他の児童生徒へ食物アレルギーの危険性を啓発 
 
 
 
 
 
 
 
・栄養教諭・栄養職員の指示により、混入や誤配のないように作

業し、給食を提供 
 
・食べてはいけない食品は、絶対に食べない。 
・自分の食物アレルギーの状態を理解し、症状が出現した場合は

申し出る。 

・指示に従う。 

・対応に不都合が生じた場合は、速やかに学校に連絡 ・密に連絡をとる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・学校で発症した場合の、搬送や応急処置の指示などを事前に行

う。 
 

・保護者との確認を常に実施 
 
 

・学校で児童生徒が食物アレルギーを発症した場合、緊急時には

対応できるよう配慮 
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①就学時健康診断 
（11～12 月） 

②保護者説明会（一日入学） 
        （2 月） 

４．食物アレルギー対応の流れ 

 
   学校における食物アレルギー対応で大切なことは、食物アレルギーを有する児童生

徒を正確に把握することです。 
 保護者や医師（主治医）等からの正確な情報の把握に努め、その後把握した情報を

もとに、「食物アレルギー対応委員会」において、校長が適切な対応を決定します。 
   また、把握した情報は適正に管理し、関係職員の共通理解をはかり、事故の防止に 

努めます。 
なお、情報管理は、以下の点に留意します。 

・ 教頭を管理責任者と決め、「食物アレルギー個人調査票」などは耐火書庫等に保管

し、使用後は所定の場所へ戻して持ち出さない。 
・ 把握した情報は、校内や関係職員で共有し、次の進学先へ正確に引き継いでいく

必要があるが、必ずその都度保護者には確認をとるようにする。 
小学校と中学校での対応の流れについては、以下になります。 
 

 【小学校】 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「学校生活管理指導表」様式 2 
「面談票」様式 3 
「食物アレルギー対応食実施申請書」 
（新規用）様式 4-1 

「食物アレルギー個人調査票」様式 6 

・ 市教委から事前に送付される「就学時健康診断健康

調査票」の保護者記入欄に食物アレルギーの有無を

記入してもらう。 
・ 就学時健康診断の際に、学校医や教職員による保護

者への聞き取り調査を行い、入学前に病院等を受診

して必要に応じて「学校生活管理指導表」の提出を

依頼する。 
・ 「学校給食における食物アレルギー調査のお願い

（新規用）」等を保護者に記入してもらう。 

・ 説明会の中で、学校給食についての説明を行う。 
・ 説明会の後に、アレルギー体質を含めた健康課題

等を有する児童の保護者を対象に、教職員による

面談（「面談票」）を行い、食物アレルギー状況等

の情報を得たうえで、学校給食での対応の有無を

確認する。 
・ 必要に応じ幼稚園・保育園等と連絡を取り合う。 
・ 必要に応じて「学校生活管理指導表」「食物アレ

ルギー対応食実施申請書（新規用）」「食物アレル

ギー個人調査票」等の提出を依頼する。 
 

「就学時健康診断健康調査票」 
「学校給食における食物アレルギー 
調査のお願い(新規用)」様式 1-1 

「学校生活管理指導表」様式 2 
「食物アレルギー対応食実施申請書」 
（新規用）様式 4-1 

「食物アレルギー個人調査票」様式 6 
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③入学受付 
        （4 月） 

④小学校入学～給食開始

までに 

⑤給食開始～卒業まで 

「学校生活管理指導表」様式 2 
「面談票」様式 3 
「食物アレルギー対応食実施申請書

(新規用)」様式 4-1 
「食物アレルギー個人調査票」様式 6 
 

「食物アレルギー個人調査票」

様式 6 

「食物アレルギー個人調査票」 
様式 6 

「学校給食における食物アレ 
ルギー調査のお願い(在校生用)」 
様式 1-2 

「学校給食における食物アレ 
ルギー調査のお願い(6 年生用)」 
様式 1-3 

「食物アレルギー対応食実施申請

書(6 年生用)」様式 4-2 
 

・ 入学受付で「学校生活管理指導表」「食物アレルギー

対応食実施申請書（新規用）」「食物アレルギー個人調

査票」等を受理し、必要に応じて面談（「面談票」）を

行う。 
・ 「学校生活管理指導表」「食物アレルギー対応食実施

申請書（新規用）」「食物アレルギー個人調査票」「面

談票」等をもとに、「食物アレルギー個人調査票」に

対応内容を記録する。 

・ 「食物アレルギー個人調査票」をもとに「食物アレ

ルギー対応委員会」で個別の対応内容を決定する。 
・ 決定事項を保護者に説明し、了承を得る。 
・ 他の児童への説明について保護者の了解を得る。 

・ 全教職員に決定事項を周知する。 

・ 全教職員が緊急時の対応マニュアルを確認する。 

・ 必要によっては、保護者との面談を行うなど、家庭と

の連絡を密にし、児童の健康状態や対応の変更等を確

認し、配慮を継続する。 
・ 年度末には経過を整理し、「食物アレルギー個人調査

票」に記録する。 
・ 年度末までに 1～5 年生に対して「学校給食における

食物アレルギー調査のお願い（在校生用）」を行う。 
・ 年度末までに 6 年生に対して「学校給食における食

物アレルギー調査のお願い（6 年生用）」を行い、必

要に応じて「食物アレルギー対応食実施申請書（6 年

生用）」の記入を依頼する。 
・ 6 年生分は進学する中学校に申し送る。 
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【中学校】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥進級・転出時 
中学校進学時 

①小学校からの申し送り 
 

②入学受付・ 
給食開始まで（4 月） 

「学校給食における食物アレルギー

調査のお願い(新規用)」様式 1-1 
「学校生活管理指導表」様式 2 
「面談票」様式 3 
「食物アレルギー対応食実施申請書

（新規用）」様式 4-1 
「食物アレルギー個人調査票」様式 6 

・ 進級に際して、各担当者は年度が変わるごとに次年度担

当者に確実に引継ぎを行う。 
・ 進級の際は、教職員による面談等により、保護者から対

応や症状等の変更の有無を確認し、引き続き対応が必要

な場合は、「食物アレルギー対応食実施申請書（継続用）」

の提出を依頼する。面談等の内容は、新学級担任に確実

に引き継ぐ。 
・ 面談の結果、昨年度と変更がある場合には、新たに「学

校生活管理指導表」等の提出を依頼する。 
・ 対応に変更がない場合には、すでに提出されている「学

校生活管理指導表」等で対応する。 
・ 転出、進学の際は、転出先又は進学先の学校に対し的確

な申し送りをする。その際には保護者の了解を得るこ

と。（個人情報の取扱いには十分配慮する。） 

・ 小学校から引継ぎされた「学校給食における食物

アレルギー調査のお願い（6 年生用）」「食物アレ

ルギー対応食実施申請書（6 年生用）」「食物アレ

ルギー個人調査票」で、生徒の食物アレルギー既

往歴や経過、小学校での学校給食の対応について

確認する。 

・ 申し出があった場合は、教職員による面談等（「面

談票」）を行い、必要に応じて「学校生活管理指導

表」を受理する。 
・ 「学校生活管理指導表」「食物アレルギー対応食 

実施申請書（新規用）」「食物アレルギー個人調査票」

「面談票」等をもとに、「食物アレルギー個人調査

票」に対応内容を記録する。 
 

「食物アレルギー対応食実施申請書」

（継続用）様式 5 

※転出、進学の際の帳票の取り扱いについて 

 小学校は、「学校生活管理指導表」等を保護

者等に返却し、食物アレルギー対応が必要な

場合は、転出、進学先に申し出るよう伝える。 

 小学校は、「食物アレルギー個人調査票」を、

保護者の了解を得て、転出・進学先に申し送

る。私立中学への進学の場合は、「食物アレル

ギー調査のお願い」「食物アレルギー個人調査

票」も併せて保護者に返却する。 

・ 進学する際には、管理指導表を保護者へ返却するとともに、内容に変更がないかどうか

を主治医に必ず確認するよう依頼する。変更がない場合、管理指導表をそのまま活用す

るが、「受診医療機関名」、「医師の氏名」、「受診年月日」を管理指導表に必ず記録して

おく。      （「札幌市幼稚園・学校におけるアレルギー疾患対応マニュアル」より抜粋） 
 

「学校給食における食物アレルギー

調査のお願い（6 年生用）」様式 1-3 
「食物アレルギー対応食実施申請書

（6 年生用）」様式 4-2 
「食物アレルギー個人調査票」様式 6 
 



第 2 章 学校における食物アレルギー対応 

-12- 

③給食開始～卒業まで 

④進級・転出時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

＜共通事項＞ 
・ 「食物アレルギー個人調査票」をもとに「食物アレルギ

ー対応委員会」で個別の対応内容を決定する。 
・ 決定事項を保護者に説明し、了承を得る。 
・ 他の生徒への説明について、保護者の了解を得る。 
・ 全教職員に決定事項を周知する。 
・ 全教職員が、緊急時の対応マニュアルを確認する。 

 ・ 年度末までには経過を整理し、「食物アレルギー個人調

査票」に記録する。 
・ 年度末までに１、2 年生に対して「学校給食における食

物アレルギー調査のお願い（在校生用）」を行う。 
・ 家庭との連絡を密にし、生徒の健康状態や対応の変更

等を確認し、配慮を継続する。 
・ 卒業時には、「食物アレルギー個人調査票」、「学校生活

管理指導表」等を保護者に返却する。 
 

「食物アレルギー個人調査票」様式 6 
「学校給食における食物アレルギー

調査のお願い(在校生用)」様式 1-2 
「学校生活管理指導表」様式 2 

 

・ 進級に際して、各担当者は年度が変わるごとに次年度

担当者に確実に引継ぎを行う。 
・ 進級の際は、教職員による面談等により、保護者から

対応や症状等の変更の有無を確認し、引き続き対応が

必要な場合は、「食物アレルギー対応食実施申請書（継

続用）」の提出を依頼する。 
・ 面談の結果、昨年度と変更がある場合には、新たに「学

校生活管理指導表」等の提出を依頼する。 
・ 対応に変更がない場合には、すでに提出されている「学

校生活管理指導表」等で対応する。 
・ 転出の際は、転出先の学校に対し的確な申し送りをす

る。その際には保護者の了解を得ること。（個人情報の

取扱いには十分配慮する。） 

「食物アレルギー対応食実施申請

書」（継続用）様式 5 
 ※転出の際の帳票の取り扱いについて 

 学校は、「学校生活管理指導表」等を保

護者に返却し、食物アレルギー対応が必要

な場合は、転出先に申し出るよう伝える。 

 

＜食物アレルギー調査を実施していない生徒の場合＞ 
・ 転入生等に対して「学校給食における食物アレルギー調

査のお願い(新規用)」を配布し、給食に特別な配慮が必

要な生徒は、保護者から中学校に申し出るように伝える。 
・ 申し出があった場合は、教職員による面談等（「面談票」）

を行い、必要に応じて「学校生活管理指導表」「食物アレ

ルギー対応食実施申請書（新規用）」「食物アレルギー個

人調査票」の提出を依頼する。 
・ 提出された書類と「面談票」等をもとに、「食物アレルギ

ー個人調査票」に対応内容を記録する。 
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小学校１年生・転入生の食物アレルギー対応の流れ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

就学時
健康診断

食物アレルギー あり 食物アレルギー なし

学校医からの指導

入学前に病院等を受
診し、「学校生活管
理指導表」（様式
２）などを依頼

保護者説明会
（一日入学）

　

入学受付

給食の配慮　必要 給食の配慮　必要 給食の配慮必要なし

給食開始まで

給食開始 通常給食を食べる

教職員による面談：「面談票」（様式3）
「学校生活管理指導表」（様式2）や様式4-1.6の受理 転入

受付

「就学時健康診断健康調査票」に食物アレルギーの有無の設問

牛乳の配慮　必要

教職員による面談：「面談票」（様式3）
「学校生活管理指導表」（様式2）や様式4-1.6の受理

全員に「学校給食における食物アレルギー調査のお願い（新規用）」（様式1-1）を配布し、回収

(必要に応じて、幼稚園・保育園等と連絡を取り合う）

個人調査票（様式6）
に、アレルギーの原
因食品・給食の対応
など記入依頼

全教職員へ周知

「食物アレルギー対応委員会」を開催し、個別の対応について
検討、決定

家庭との密な連絡

次年度への的確な申し送り
（個人情報の取扱注意）

牛乳摂取不可
(返金）

日常と緊急時の対応マニュアル

保護者への説明、了承

＜構成員＞校長、教頭、学級担任、給食担当教諭、養護教諭、
栄養教諭・栄養職員等(可能であれば主治医・学校医)

食物アレルギー対応食提供
の流れ 詳細はＰ.17

入学

即時型

アナフィラキシー

経験あり

アナフィラキシー
経験なし

牛乳摂取の可否

・食物アレルギー調査票（様式1-1）配布
・様式1-1の回収
・面談：面談票（様式3）
・実施申請書（様式4-1）配布
・学校生活管理指導表（様式2）等依頼
・個人調査票（様式6）
配布

（除去食） （体調との関連）
（代替食） （給食後の観察）
（弁当持参）
（自分での除去）

（他の児童への説明・理解・協力）

学校生活管理指導表（様式2）
実施申請書（様式4-1）
個人調査票（様式6）配布

学校生活管理指導表（様式2）
実施申請書（様式4-1）
個人調査票（様式6）配布
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小学校２～６年生の食物アレルギー対応の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学年末まで

新年度

給食の配慮　必要 給食の配慮　必要 給食の配慮必要なし

適宜
(変更の有無）

通常給食を食べる

卒業まで

＜保護者に返却または新たに配布する様式＞
「学校生活管理指導表」(様式2)

※入学受付の際に中学校へ申し出て提出するよう伝える。

＜中学校へ申し送る様式＞
「学校給食における食物アレルギー調査のお願い(6年生用)」（様式1-3）

「食物アレルギー対応食実施申請書(6年生用)」（様式4-2）
「食物アレルギー個人調査票」(様式6）

（個人情報の取扱注意）

家庭との密な連絡

保護者への説明、了承

日常と緊急時の対応マニュアル

全教職員へ周知

教職員による面談等（変更の有無の確認）：「面談票」（様式3）
「学校生活管理指導表」（様式2）や様式4-1.5の受理

牛乳摂取不可
(返金）

＜構成員＞校長、教頭、学級担任、給食担当教諭、養護教諭、栄養教諭・
栄養職員等(可能であれば主治医・学校医)

記録の整理

次年度学級担任への正確な引継ぎ

「食物アレルギー対応委員会」を開催し、個別の対応について
検討、決定

牛乳の配慮　必要

・毎年学年末までに「学校給食における食物アレルギー調査

のお願い（在校生用）」（様式1-2）を配布し、児童の健康

状態を確認
・様式1-2の回収

・変更のある児童及び対応の継続を希望する児童に

実施申請書（様式5）の配布
・学校生活管理指導表（様式2）等を依頼

食物アレルギー対応食
提供の流れ
詳細はP.17

即時型
アナフィラキシー

経験あり

アナフィラキシー
経験なし 牛乳摂取の可否

（除去食） （体調との関連）
（代替食） （給食後の観察）
（弁当持参）
（自分での除去）
（他の児童への説明・理解・協力）
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中学校１年生・転入生の食物アレルギー対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校から
申し送り

入学受付後
転入受付後

給食の配慮 必要 給食の配慮 必要 給食の配慮 必要

中学校入学

給食開始

「学校給食における食物アレルギー調査のお願い（6年生用）」（様式1-3）
「食物アレルギー対応食実施申請書（6年生用）」（様式4-2）

「食物アレルギー個人調査票」（様式6）

転入生等調査未実施の生徒に「学校給食における食物アレルギー調査のお願い（新規用）」（様式1-1）
を配布

給食に除去食・代替食・弁当持参など必要な生徒は、入学前に保護者から学校に申し出る。

「食物アレルギー対応委員会」を開催し、個別の対応について検討、決定

給食の配慮必要なし

教職員による面談等：「面談票」（様式3）
「学校生活管理指導表」（様式2）の受理

入学受付
転入受付

保護者への説明、了承

全教職員へ周知

＊転入生等は、「学校給食におけ
る食物アレルギー調査」により除
去食・代替食・弁当持参など配慮
が必要と判断された場合、食物ア
レルギー対応委員会で決定後の実
施となる。

＊牛乳摂取不可の完全実施は、食
物アレルギー対応委員会で決定後
の実施となる。

＜構成員＞校長、教頭、学級担任、給食担当教諭、養護教諭、栄養教諭・
栄養職員等(可能であれば主治医・学校医)

日常と緊急時の対応マニュアル

牛乳摂取不可
（返金）

通常給食を食べる家庭との密な連絡

次年度への的確な申し送り（個人情報の取扱注意）

食物アレルギー対応食
提供の流れ 詳細はＰ.17

（除去食） （体調との関連）
（代替食） (給食後の観察）

（弁当持参）
（自分での除去）

（他の生徒への説明・理解・協力）

即時型

アナフィラキシー
経験あり

アナフィラキシー
経験なし 牛乳摂取の可否
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中学校２･３年生の食物アレルギー対応の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各学年末まで

新年度

給食の配慮　必要 給食の配慮　必要 給食の配慮必要なし

適宜

（変更の有無）

卒業まで 通常給食を食べる

「食物アレルギー対応委員会」を開催し、個別の対応について
検討、決定

家庭との密な連絡

保護者への説明、了承

日常と緊急時の対応マニュアル

牛乳摂取不可
(返金）

＜構成員＞校長、教頭、学級担任、給食担当教諭、養護教諭、栄養教諭・
栄養職員等(可能であれば主治医・学校医)

全教職員へ周知

「食物アレルギー個人調査票」（様式6）、学校生活管理指導表（様式2）等は、卒業時保護者に返却

教職員による面談等（変更の有無の確認）：面談票（様式3）
「学校生活管理指導表」（様式2）や様式4-1.5の受理

牛乳の配慮　必要

記録の整理

次年度学級担任への正確な引継ぎ

・毎年学年末までに「学校給食における食物アレルギー
調査のお願い（在校生用）」（様式1-2）を配布し、生徒の
健康状態を確認
・様式1-2の回収
・変更のある生徒及び同じ内容で継続を希望する生徒に
実施申請書（様式5）の配布
・学校生活管理指導表（様式2）等を依頼

即時型

アナフィラキシー
経験あり

アナフィラキシー
経験なし

牛乳摂取の可否

（除去食） （体調との関連）
（代替食） （給食後の観察）
（弁当持参）
（自分での除去）
（他の生徒への説明・理解・協力）

食物アレルギー対応食
提供の流れ
詳細はP.17
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①対応児童生徒一覧表作成 

第３章 学校給食での対応 

 

１．本市の学校給食における食物アレルギー対応の考え方 

                                                                            

 

 

※食物アレルギーではありませんが、医師により乳糖不耐症と診断され、牛乳が飲めない

場合は対応します。 

 

２．食物アレルギー対応食の種類 

 学校給食での食物アレルギー対応方法は、弁当持参（毎日または献立内容による）や、

状況に応じて自分で除去する方法や、可能な範囲での除去食や代替食の提供をする方法が

あります。 

 

 

 

 

※いずれの場合も、原因食品除去によって不足する栄養素を家庭の食事で補う必要がある

ことを保護者に理解してもらえるよう説明することが必要です。 

 

３．食物アレルギー対応食提供の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食物アレルギー児童生徒対応

一覧表」様式７ 

「食物アレルギー個人調査票」 

様式６ 

・ 養護教諭(栄養教諭・栄養職員)が「食物アレルギ

ー児童生徒一覧表」を作成し、学校全体のアレル

ギー対応者の確認を行う。 
・ 「食物アレルギー対応委員会」で校長が決定した

対応に基づき、関係者全員が個々の対応内容につ

いて確認する。 
・ 学級担任等は、対応の内容に応じて教室での指導

事項や配慮する点を確認する。 
・ 栄養教諭･栄養職員は、給食に関する対応の詳細を

「食物アレルギー個人調査票」に記載する。 
・ 栄養教諭・栄養職員等は、給食調理での対応内容

を基に、調理作業工程を検討する。 

①弁当の持参 ②自分で除去 
 する場合 

「給食調理以外」での対応 

④代替食を提供 
 する場合 

「給食調理」での対応 

③除去食を提供 
 する場合 

・ 学校給食に関することについては、即時型アレルギーを中心に考える。 
・ アレルギーの判断を行う場合には、医師の診断を基に行う。 

給食調理での対応    給食調理以外での対応 
・代替食を提供する。  ・一部の献立について代替食を持参→家庭から主食 
・除去食を提供する。   または副食の一部を持参する。 

・弁当持参→一食分全てを家庭から持参する。 
・牛乳の提供を停止→年度末に牛乳代を返金する。 

※詳細は「食物アレルギー対応食の配慮事項」Ｐ.23、24 参照 
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②保護者への通知 

③教職員共通理解 

④対応開始 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           給食実施の具体的な流れ 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 申請書の内容に基づき、学級担任が保護者に「食物ア

レルギー対応委員会」での決定内容の説明を行い、理

解を得る。 

・ 栄養教諭・栄養職員は、給食の内容（献立内容・使用

食材等）や調理現場の説明（状況・設備・人員配置）

をする。 

※ 給食での対応ができない場合は、理由や状況を丁寧

に説明し、保護者の理解を得る。 

※ 原因食品除去によって不足する栄養素を家庭の食事

で補うよう説明する。 

・ 職員会議等で資料を配付し、対象児童生徒や対応方法

などを周知徹底して全ての教職員が対応できるように

する。 

・ 調理員・配膳員にも共通理解を図り、対応方法や手順

はもちろん調理作業工程での危険箇所を確認する。 

※詳細は「食物アレルギー対応の役割分担」P.7.8 参照 
 
・ 個別の対応内容を確認し、除去・代替食の提供をする。 
 

詳細な献立表・学校給食アレルギー対応依頼書を配布  
※加工食品は、使用原材料を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は「使用食品のチェックと対応内容の決定」P.22 参照 

栄養教諭・栄養職員    栄養教諭・栄養職員 
      
学級担任・養護教諭    給食担当教諭 
             養護教諭 
保護者               
             学級担任 
 
             保護者 

子
学
校 

調
理
校 
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決定した対応内容、注意事項の確認 
栄養教諭・栄養職員  調理員 ※献立毎の対応内容、人

数、数量、保管場所等の

確認をする。 

・給食調理での対応内容を指示書にも記載し、調理作業工

程を検討 
・調理作業工程を考える際には、混入（コンタミネーショ

ン）の恐れがある箇所をチェックし、調理作業工程表・作

業導線図に記入 
・各作業毎の担当者を確認 

コンタミネーションとは… 
 コンタミネーション（微量混入）とは、食品の製造過

程で機械や器具から偶発的にアレルゲンが混入してしま

うことです。 
 

教室で対応するための、注意事項の確認・配食 
栄養教諭・栄養職員    学級担任 

※誤食、混入（コンタミネーション）がおこらないための方法を

確認する。 

・対応の対象となる児童生徒の確認 

・対応内容、注意事項の確認 

・配食時の注意事項(配食容器の取り扱い等)の確認 

・児童生徒に対する指導が必要な場合はその内容に

ついて確認しておく。 

※担任不在の時にも対応できるよう、全教職員に周知する。 

決定した内容に基づいた調理 
アレルギー対応食チェック表（様式 9） 

学校給食アレルギー対応依頼書により対応内容決定 
   保護者            保護者 
      
   学級担任・養護教諭     学級担任 
 
   栄養教諭・栄養職員     給食担当教諭 
                 養護教諭 
 
                 栄養教諭・栄養職員 
※保護者が確認後学校に提出→決定 

 

子
学
校 

調
理
校 
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学級での指導 
学級担任   対象児童生徒、学級児童生徒 

※学級の児童生徒全員がアレルギー疾患について理解するよう

指導し、誤食、混入等が起こらないよう配慮する。 

確認・評価 
学級担任、養護教諭、栄養教諭・栄養職員  保護者 

※アレルギー対応食の実施後、児童・生徒の

様子を確認する。 

※実施後の意

見・要望を学

校に伝える。 

学級内での指導（担任） 

アレルギー児童生徒 その他の児童生徒 

・対応食が手元に届い

ていることを確認 
・アレルゲンとなる食

品 (料理 )に触れな

い。 

・アレルギーは好き嫌いで

はないことを理解させる。 
・間違えて食べた場合、生

命に関わる場合もある。 

準備～喫食 

・容器に添付されているラベル等で対応食と対象者

を確認し、配食する。(本人と担任が確認) 
・アレルゲンとなる食品が付着している食具が食器

等に触れないよう注意する。 
・アレルゲンとなる食品を含む献立を食べてしまう

ことがないよう、また、他の児童生徒が食べるよ

う勧めたりすることのないよう指導を徹底する。 

後片付け 

・対象の児童生徒が食器、食具類を片付ける際にア

レルゲンとなる食品が付着している食器や食具に

触れることがないよう配慮する。 
 
※当番時には仕事内容を配慮する。 
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⑤対応の見直し（進級時） 

⑥変更がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前回から見直し時期までの間にアレルゲンとなる

食品の変化、症状の軽快または新たな症状の出現な

どがないかを確認する。 
・ 前回決定した対応内容を確認し、継続または変更を

検討し、変更の場合はその内容を決める。 
 
 

・ 日頃から保護者との連携を密にし、児童生徒の健康

状態を把握してより良い対応ができるようお互い

に情報交換を十分に行い、共通理解のもと連携して

取り組むようにする。 
●学校の基本対応に変更が生じた場合 
  保護者に決定内容を知らせるとともに、今後の対

応について納得が得られるように話し合いを行う。 
●日々の献立内容や使用食材等に変更が生じた場合 
  アレルギー対応食の提供について変更が生じた場

合は、栄養教諭・栄養職員が速やかに保護者に連絡

する。 
●医師からの指示内容に変更が生じた場合 
  通院中の主治医から給食対応内容に変更が生じた

場合は、保護者より速やかに学校へ連絡してもらう

ようにする。 
 

 

食物アレルギー対応委員会で検討、決定する。 
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４．使用食品のチェックと対応内容の決定 

毎月発行する「給食だより」の他に、食物アレルギー対応が必要な児童生徒には使用食

品が詳細に記載されている献立表等を渡します。記載漏れ等を防止するためには、全ての

食品がもれなく記載されている献立表を活用し、家庭で使用食品のチェックができるよう

にします。なお、加工食品については使用食品や配合割合などが記載された一覧表を配布

します。 

 

○全児童生徒に配布する給食だよりの献立表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食物アレルギー対応が必要な児童生徒に配布する詳細な献立表 
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５．食物アレルギー対応食の配慮事項 

共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 除去食・代替食を提供する場合 

・予定献立の変更があった場合の食品の変更にも注意する。 

・「学校給食アレルギー対応依頼書」等により該当児童生徒の対応内容を確認する。 

・調理過程で除去を忘れないように注意する。 

・学校給食において微量混入（コンタミネーション）は皆無ではないが、調理過程では十

分に注意する。 

・「アレルギー対応食チェック表」により該当児童生徒に間違いなく除去食・代替食が配膳

されるようチェックを行う。 
 

 

 

② 自分で除去する場合 

・保護者が詳細な献立表等に注意し、本人に取り除く食品をよく理解させておくように協

力を求める。 

・学級担任等が除去するアレルゲンを正しく理解しておく。 

・子どもの発達段階により、必要に応じて教師の指導の下で確実に除去できるようにする。 

・アレルギー児童生徒が自分で取り除いて食べられるよう、学級の児童生徒も正しく理解

するように指導する。特に低学年では、自己管理能力が不十分なので学級担任等が補佐を

する。 

・誤って食べてしまった場合の対処方法を確認しておく。 

・配食時に除去する場合は、給食当番や学級の児童生徒の協力も得る。 

・アレルギー児童生徒を学級担任等が理解し、学級の児童生徒にも理解させ、本人が精神

的な負担を感じることがないように配慮する。 

・給食当番を行う際には、アレルゲンに触れることがないよう、学級担任等が配慮する。 

・「学校給食アレルギー対応依頼書」等の写しを保護者と関係職員が持ち、情報を共有する。 
・学級担任が給食時、不在になる場合、代わりの教諭へアレルギー対応の内容を引き継ぐ。 

・学級担任が給食時間に急用で教室を離れる場合は、他の教職員に連絡し、代わりにつく

ようにする。その際、必ず「学校給食アレルギー対応依頼書」等で対応内容を確認する。 

・職員会議等で資料等を配布し、対象児童生徒や対応方法などを周知徹底して、全ての教

職員が対応できるようにする。 

・保護者に、児童生徒と毎日「学校給食アレルギー対応依頼書」等で対応内容を確認する

ようお願いする。 

①の対象献立及び具体的な対応は、別添 
「除去食・代替食の対象献立一覧表」のとおり 
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③ 弁当の場合 

・保護者と打ち合わせた内容について、本人に理解させておく。 

・詳細な献立表、「学校給食アレルギー対応依頼書」等で保護者が確認し、給食が食べられ

る日と弁当持参の日を事前に決めておく。 

・保護者に、アレルギー原因食品と同等の栄養価の確保ができる食品選択と献立を考えて

もらう。 

・衛生面や安全面を考えた適正な保管場所・方法を決め、給食開始まで保管する。 
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・ まわりの児童生徒には、アレルギーは好き嫌いではないことを理解させ、食べること

を強要したり勧めたりしないよう指導する。 

・ 食事中は、まわりの児童生徒からの食物接触や誤食に十分注意する。 

・ 誤飲、誤食があった場合は「緊急時の対応」(P30,P31)に沿って対応を行う。 

 

６．各学級における対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・食物アレルギーのある児童生徒の健康観察を行う。 
・後片付けの際には、食器・食具等に残ったアレルギー原因食品が該当児童生徒の手指等に    

付着して誤食につながらないよう、最後まで注意深く指導する。 
 

除去食・代替食を提供

する場合 

自分で除去する

場合 

代替食(弁当)を持参

する場合 

当日の献立と除去・代替食の確認をする。 

保護者 栄養教諭・栄養職員 

学級担任 

給食調理員 

給 

食 

準 

備 

※事前の打ち合わせ・確認 

・状況によって栄養教諭・栄養職員等は教室を巡回して確認する。 

給 

食 

時 

間 

・除去食・代替食が該当児童生

徒に確実に配食されているか

確認する。 

・アレルゲンの混入を防ぐため、

専用容器(ポット)等のふたを

あけるのは「いただきます」

の後にする。 

 

自分で除去しなが

ら食べていること

を確認する。 

持参した弁当等が揃ってい

るかを確認し、食べ始める。 

給
食 

終
了
時 

事 

前 

の 

確 

認 

学級担任    学級の児童生徒 

        

学級の朝の会等で、学級担任等と該当児童生徒が当日の対応内容を「学校給食アレルギ

ー対応依頼書」等で確認する。 

毎朝当日の対応内容について、関係職員が「学校給食アレルギー対応依頼書」等で 
確認する。 

① ② ③ 

学級担任等と該当児童生徒が当日の対応内容を「学校給食アレルギー対応依頼書」等

で確認し、日付等にチェックする。 
※除去食・代替食・弁当等の有無だけで判断しない。 

学級担任等は除去食の専用容器

（ポット）等の名札を確認して

から直接該当児童生徒に渡す。 

保護者と学級担任が打ち合わせた内容について該当児童生徒 

に理解させておく。 

 

・当番や他の児童生徒へ誤配がな

いよう説明を十分に行う。 
・アレルギー原因食品を該当児童

生徒の食器に付着させない。 
 

当番や他の児童生徒へ誤配

がないよう説明を十分に行

う。 
 

保護者      学級担任           

アレルギー児童生徒 
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７．具体的な除去食の対応 

共通事項 

 

 

 

 

①調理方法の原則 

・除去食の調理は、対象となるアレルギー食材を加える前の調理段階において、一般児

童生徒の給食から、除去食相当分の給食を取り除く方法（この場合、調理上アレルギ

ー食材以外の食材も入らないことがある。）により実施する。その際、中心温度等衛生

管理を十分に確認する。 

 

②調理について 

 ・アレルギー児童生徒が欠席の時は学級担任が栄養教諭・栄養職員に知らせ、その場合

は作らない。 

 ・除去食、代替食については調理員との打ち合わせを十分に行う。 

 ・調理室において、除去するべき原因食品が混入しないように注意して調理する。 

・できあがり品について、栄養教諭・栄養職員が確認する。 

・除去食を取り分けるまでは細心の注意を払い、万一混入や取り忘れ等が起こった場合

には、提供を中止する。この場合、学級担任、対象の児童生徒に説明し、保護者にも

連絡して理解を得られるようにする。 

  

③給食の配膳、配送について 

 ・調理後の除去食は、容器に入れて配膳し、教室で他の児童生徒と同じ食器に盛りつけ

る。 

 ・配送や配膳の際には、「アレルギー対応食チェック表」をもとに誤配がないように注意 

する。 

 ・配膳時には名札または食札等を利用して、アレルギー児童生徒の氏名を記入すること

により、他の児童生徒の給食との混在を防止する。 

 ・同じクラスにアレルギー児童生徒が複数いる場合には、「アレルギー対応食チェック表」

の氏名と名札または食札等の氏名の照合など、特に注意する。 

 

 

 

 

 

・調理、配膳、配送は、「アレルギー対応食チェック表」を基に行い、対応食を確実に提

供する。（子学校も同様） 
※「アレルギー対応食チェック表」の該当クラス、氏名の確認を確実に行う。 
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第４章 食物アレルギー発症への対応 

 

１．防止のための日常対応 

食物アレルギーの児童生徒を把握した時点で、以下の対応になります。 
①協力依頼 
最寄の消防署、学校医または医師への連絡・協力依頼 
 

②保護者への依頼（本人へ食物アレルギーであることを理解させる。） 
・食物アレルギーがあることを十分理解させる。（給食の食べ方･食事制限が必要なこと等） 
・命に関わるアナフィラキシーを起こす場合は、誤って食べてはいけない食品を教える。 
・主治医からの指示内容を、子どもにわかりやすく説明する。 
・食物アレルギーのために食べられない献立がある場合は、必ず一緒に献立表で確認して

何が食べられないかを伝える。 
・学校に飲み薬や塗り薬などの常備薬を持参する場合は、その管理と使用について十分な

説明と確認をする。 
・学校で具合が悪くなった時は、すぐに自らが学級担任や周りにいる教職員、児童生徒に

申し出るように伝える。 
・同じ食品でも体調によっては、アレルギー反応が出る場合があるため、日ごろから規則

正しい生活を心がけることを説明し、理解させる。 
 
③本人への指導（発達段階に応じた自己管理能力の育成） 
・自分にとって安全な食品と安全でない食品の見分け方 
・安全でない食品が出たときの回避の仕方 
・アレルギー反応による症状出現の把握の仕方 
・アレルギー反応による症状出現の周囲の人への伝え方（口の中の違和感やかゆみ、痛み・ 
気持ちが悪いなど） 

・誤って食べた時の周りの人への伝え方 
 
③養護教諭の配慮事項（経口薬・治療薬） 
即時型の食物アレルギー症状に対する治療薬（抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬・気管

支拡張薬・ステロイド薬・アドレナリン自己注射薬：商品名「エピペン○R 」（以下エピペン○R

とする）など）を医師から処方されて携帯していることがある。 
＜薬の校内での携帯、使用の際の留意点＞ 
・保護者や主治医からの依頼で、薬の携帯を希望する児童生徒を把握する。 
・保護者から薬の保管を求められた場合は、その薬を児童生徒が自己管理できるかどうか

を確認する。 
・必要に応じ、医師の指示書などの提出を求めることも考慮する。 
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・校内での携帯を認める場合は、他の児童生徒が誤って服用や使用をして事故が起きない

ように、管理の仕方を十分検討する。 
・エピペン○R の使用については特別な注意を必要とするため、保護者、医師等と十分に連携

をとり、確認をしておく。 
・学校の対応を検討し、できること・できないことを説明した上で、保護者と確認をする。 
 
④学校給食以外の教育活動における対応 
以下の教育活動においても、保護者に確認をしながら、食物アレルギーの発症を防止す

るための対応が必要である。 
・遠足・校外学習     ・宿泊を伴う学習     ・家庭科での調理実習 
・クラブ・課外学習    ・そのほか、食物を扱う教育活動 
 
 
  
  
 
 
 

 

 

２．発症時の対応  

食物アレルギー反応は、以下のように発見されます。 
 ・本人からの申し出による場合 
 ・周囲の児童生徒または教諭からの異変等の連絡による場合 
また、食物アレルギーにより引き起こされる症状は、第１章 表 1-2 で述べていますが、

食物アレルギー発症時は「症状チェックシート」（P30） を活用して、児童生徒の状態を

観察しつつ、「学校での役割分担」（P31）に沿って迅速に対応する必要があります。 
 

①食物アレルギー反応の基本的な対応 
＜初期対応＞ 
・食べたものを口から出して口をすすぐ。 
・皮膚についた場合は、洗い流す。 
・大量摂取の場合は、誤嚥に注意して吐ける場合は吐かせる。 
・アナフィラキシーの経験があり、エピペン○R を携帯している場合は、投与を考慮 
・脈があっても呼吸が止まっていたら、人工呼吸 
・目を離さず経過観察（急変に注意） 
・保護者へ連絡・状況説明・来校依頼（緊急常備薬の使用も考慮しながら、対応） 

アドレナリン自己注射薬：商品名「エピペン○R 」について 
エピペン○R は、アナフィラキシーショックを起こす危険性が高く、万一の場合に直ちに医療機関での

治療が受けられない状況下にいる者に対し、事前に医師が処方する自己注射薬である。 
医療機関での救急蘇生に用いられるアドレナリンという成分が充填されており、患者自らが注射でき 

るように作られている。 
 よって学校での取り扱い(管理・使用)については、保護者と事前に相談をし、理解を得ておくこと。 

 出典：学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインより 一部改変 
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＜医療機関の受診＞ 
・学校医や主治医と連絡 
・医療機関へ移送（救急車要請） 

 
＜医療機関での迅速で適切な救命処置＞ 
・救急車への同乗と、状況説明 
 
②アナフィラキシーを起こした児童生徒への対応の留意点 

動かさない  
食品の除去 摂取した食べ物が口の中に残っている場合は、自分で吐き出させるか、背中

を強くたたき吐き出させるなどしてアレルゲンとなる食品を除去させる。（意

識がある場合のみ） 
口をすすぐ・安静  
安静を保つ体位

気道の確保 
 
 
 

・仰向けに寝かせるか、血圧の低下が疑われる場合は足側を 15～30 センチほ

ど高くする姿勢で横にする。 
・同時に気道の確保に努める。 
・移動させる場合は、担架等のからだを横たえさせることができるものを使

用し、背負ったり座らせることは避ける。 

救急車の要請 並行して、救急車の手配を行う。 
連絡 緊急連絡先リストの相手に連絡を取る。 
医療機関へ移送 
 

症状が回復したように見えても、数時間後に再び症状が現れることがある。

（二相性のアナフィラキシー）        
※ひとりで下校させない。 

受診 必ず医療機関を受診する。 
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③緊急時の対応  

＜症状チェックシート＞ 

◆症状は急激に変化することがあるため、5分ごとに、注意深く症状を観察する。 

◆   の症状が一つでもあてはまる場合、エピペン○R を使用する。 

（内服薬を飲んだ後にエピペン○R を使用しても問題ない。） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

観察を開始した時刻（  時  分） 内服した時刻（  時  分） エピペン○R を使用した時刻（  時  分） 

□のどや胸が締め付けられる。  

□声がかすれる。         

□犬が吠えるような咳      

□息がしにくい。 

□持続する強い咳き込み 

□ゼーゼーする呼吸 

全身の 

症状  

□ぐったり           

□意識もうろう         

□尿や便をもらす。       

□脈が触れにくいまたは不規則  

□唇や爪が青白い・紫色     

呼 吸 器

の症状  

□持続する強い。（がまんできな 

い）お腹の痛み 

□繰り返し吐き続ける。 

□数回の軽い咳 

消 化 器

の症状  

□中等度のお腹の痛み 
□1～2 回のおう吐 
□1～2 回の下痢 

□軽いお腹の痛み（がまんで 

きる。） 

□吐き気 

目・口・

鼻・顔面

の症状  

□顔全体の腫れ 
□まぶたの腫れ 

□目のかゆみ、充血 

□口の中の違和感、唇の腫れ 

□くしゃみ、鼻水、鼻づまり 

皮 膚 の

症状  

□強いかゆみ 

□全身に広がるじんましん 

□全身が真っ赤 

□軽度のお腹の痛み 

□数個のじんましん 

□部分的な赤み 

上記の症状が 

一つでもあてはまる場合 

一つでもあてはまる場合 一つでもあてはまる場合 

①ただちにエピペン○R を 

使用する！ 

②救急車を要請する。 

（119 番通報） 

③その場で安静を保つ。 
（立たせたり、歩かせたりしない。） 

④その場で救急隊を待つ。 

⑤可能なら内服薬を飲ませ

る。 

ただちに救急車で 

医療機関へ搬送 

①内服薬を飲ませ、エピペン○R

を準備する。 
（症状が明らかに進行性であり、

エピペン○R を携行していない

場合は救急車を要請する。） 

②速やかに医療機関を受診す

る。（救急車を要請も考慮） 

③医療機関に到着するまで、5

分ごとに症状の変化を観察

し、  の症状が一つでもあ

てはまる場合、エピペン○R を

使用する。 

速やかに 

医療機関を受診 

①内服薬を飲ませる。 

②少なくとも 1 時間は 

5 分ごとに症状の変化を

観察し、症状の改善がみ

られない場合は医療機関

を受診する。 

安静にし、 

注意深く経過観察 

札幌市立幼稚園・学校におけるアレルギー疾患 

対応マニュアルより抜粋 
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発見者「観察」 

□教職員Ａ・Ｂに「準備」「連絡」を依頼 

□管理者が到着するまでリーダー代行となる 

□エピペン○R の使用又は介助 

□薬の内服介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

    

＜学校での役割分担＞ 

◆各々の役割分担を確認し、事前にシミュレーションを行う 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理・監督者 

（園長・校長など） 

□現場に到着次第、 

リーダーとなる 

□それぞれの役割の 

確認及び指示 

 （ ）119 番通報  

（ ）エピペン○R の準備   

（ ）ＡＥＤの準備 

（ ）内服薬の準備 

 （ ）保護者への連絡 

 （ ）さらに人を集める 

（校内放送など） 

（ ）記録 

□エピペン○R の使用又は介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

発見者「子どもの異常に気付く」 

□子どもから離れず観察、声がけをする 

□助けを呼び、人を集める 

（ ）大声または、他の子どもに呼びに行かせる 

（ ）内線電話や携帯電話に応援を要請する 

   （救急車及びエピペン○R ・ＡＥＤの準備を含む） 

 

教職員Ｂ（養護教諭など） 

「準備」 
□「学校における食物アレル 

 ギー緊急時対応マニュアル」 

 を持ってくる 

□（提出されている場合）「管 

 理指導表」を持ってくる 

□エピペン○R の準備 

□ＡＥＤの準備 

□内服薬の準備 

□エピペン○R の使用又は介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

 

教職員Ａ「連絡」 

□救急車を要請する 

（119 番通報） 
□管理者を呼ぶ 

□保護者への連絡 

□さらに人を集める 

（校内放送など） 

教職員Ｃ「記録」 

 

□観察を開始した時刻を記録 

□エピペン○R を使用した時刻 

を記録 

□内服薬を飲んだ時刻を記録 

□５分ごとに症状を記録 

教職員Ｄ～Ｆ 

「その他」 

 

□他の子どもへの対応 

□救急車の誘導 

【発見者が子どもである場合に備えて】 

子どもに対し、アレルギー症状を理解 

させるとともに、アレルギー症状と思わ 

れる症状から体調に異常のある友人に気 

付いた場合には、周囲の教職員に知らせ 

ることを日ごろから指導しておく 

発見者以外に複数の教職員が対応する場合 発見者以外に誰もいない場合 

発見者 

□救急車を要請（119 番通報） 

□エピペン○R の使用又は介助 

□心肺蘇生やＡＥＤの使用 

【教育委員会あて報告】 

・アナフィラキシーのような重篤な

症状の発生又はエピペン○R を注射

した場合、救急搬送した場合 

   → 保健給食課保健係  

        （℡211-3841） 

・給食由来のアナフィラキシー発症 

（誤食を含む） 

)→ 保健給食課栄養指導担当 

        （℡211-3833） 

※エピペン○R ・ＡＥＤ 

・内服薬等の準備 

や使用については、 

学校ごとに教職員 

の役割を分担して 

おく 
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